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〇 農地保全に係る海岸保全施設整備連携事業実施要領（平成31年３月29日付け30農振第3449号農林水産省農村振興局長通知） 

一部改正新旧対照表 

   （下線部分は改正部分） 

附 則 

この通知は、令和８年４月７日から施行する。 

改 正 後 改 正 前 

別記様式第４号 別記様式第４号 

  
 

  



 

農地保全に係る海岸保全施設整備連携事業実施要領 

 

制定 平成 31 年３月 29 日付け 30 農振第 3449 号 

      最終改正  令和８年４月７日付け  ７農振第 2956 号 

 

 

各地方農政局長 

国土交通省北海道開発局長 

内閣府沖縄総合事務局長 

北海道知事 

農林水産省農村振興局長 

 

 

第１ 趣旨 

農地保全に係る海岸保全施設整備連携事業の実施については、「農地保全に係る海岸保全

施設整備連携事業実施要綱」（平成 31 年３月 29 日付け 30 農振第 3448 号農林水産事務次官

依命通知。以下「要綱」という。）によるほか、この要領に定めるところにより、実施するも

のとする。 

 

第２ 事業の実施 

１ 要綱第４の１の事業間連携計画（以下「連携計画」という。）は別記様式第３号、要綱第４

の３の海岸保全施設整備連携事業計画（以下「事業計画」という。）は別記様式第４号による

ものとする。 

２ 要綱第４の１の協議は、別紙様式第１号により連携する事業の事業主体（連携計画を作成

する時点において既に事業が採択されている事業主体を除く。また、連携計画の変更の場合

は、変更を生じた事業の主体）のうち合計の事業規模が最も大きな事業主体が発議して行う

ことを基本とする。 

３ 要綱第４の５の同意を得るに当たっては、連携計画及び事業計画（以下「事業計画等」と

いう。）を作成の上、別記様式第２号により事業計画協議書（以下「協議書」という。）を地

方農政局長等（北海道にあっては国土交通省北海道開発局長を経由して農林水産省農村振興

局長、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長、その他都府県にあっては地方農政局長。

以下同じ。）に提出するものとする。 

４ 地方農政局長等は、３により提出された協議書を審査の上、事業を実施することが適当と

認められるときは、事業計画等に同意するものとする。 

 

第３ 事業計画等の変更 

１ 要綱第４の６の事業計画等の変更で同意を必要とするものは、次に掲げる場合とする。 

（１）要素事業及び地区海岸の追加又は廃止 

（２）工期又は事業費の著しい変更 

（３）整備内容の著しい変更 

２ 要綱第４の６の事業計画等の変更で同意を得るに当たっては、別記様式第５号により、事

業計画変更協議書（以下「変更協議書」という。）を地方農政局長等に提出するものとする。 

殿 



 

３ 地方農政局長等は、２により提出された変更協議書を審査の上、その変更の内容が適当と

認められるときは、当該変更に同意するものとする。 

 

第４ 事業評価 

事業評価については、「農業農村整備事業等における新規地区採択時の評価手法の明確化

について」によるほか、やむを得ず事業計画等を変更する場合には、原則として「農業農村

整備事業等補助事業評価（期中・完了後）実施要領」に基づき事業評価を実施した上で、第

３の事業計画等の変更を行うものとする。 

 

附 則 

この要領は、平成31年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この通知は、令和６年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この通知は、令和８年４月７日から施行する。 

 



（別記様式第１号） 

 

事業間連携計画 協議書 

 

番     号 

年  月  日 

○○ 殿 

○○ 殿 

（連携する事業主体） 

 

○○県（都道府）○○部○○課長 

（事業規模が最も大きな事業主体） 

 

 

○○海岸等において、海岸保全施設整備連携事業を実施したいので、農地保全に係る海岸保全

施設整備連携事業実施要綱（平成 31 年３月 29 日付け 30 農振第 3448 号農林水産事務次官依命通

知）第４の１の規定に基づき、別紙 事業間連携計画書（別記様式第３号）について、協議しま

す。 

 

 

 

 

 

  



（別記様式第２号） 

 

海岸保全施設整備連携事業 事業計画協議書 

 

番     号 

年  月  日 

 

農林水産省○○農政局長 殿 

北海道にあっては国土交通省北海道開発局経由農林水産省農村振興局長 

沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長 

 

○○県（都道府）知事   ○○○○ 

 

 

○○海岸等において、海岸保全施設整備連携事業を実施したいので、農地保全に係る海岸保全

施設整備連携事業実施要綱（平成 31 年３月 29 日付け 30 農振第 3448 号農林水産事務次官依命通

知）第４の５の規定に基づき、別紙 事業間連携計画書（別記様式第３号）及び海岸保全施設整

備連携事業計画書（別記様式第４号）により協議します。 

 

 

  



（別記様式第３号）

※被害が想定される地域の範囲、人口・資産等の集積状況、整備対象施設や関連事業の状況等を記述する。

※事業間の連携も含めて、事業の目的、整備の方法等を記述する。

※連携事業実施による効果や効果発現の目標時期等について記述する。

事　業　間　連　携　計　画　書

成果目標

事業の名称等

計
画
の
内
訳

事業の概要

施設名等事業主体 実施内容等 全体事業費（百万円） 整備予定期間

計画名都道府県名 市町村名
対象地域の概要



(別記様式第４号）

郡 町

市 村

千円

※印：海岸延長とは、当該事業により高潮対策等が実施された海岸線延長とする。
　 ○ 添付資料 （1） 所在地及び位置図 （2） 計画平面図（標準横断図、構造図等を添付）（3）写真（撮影時期、説明等を記述した海岸の現況写真等）

（4） 海岸保全基本計画等の該当部分の写し

指定日

指定日

○○海岸　海岸保全施設整備連携事業　事業計画書
都道府県名 所管名 海岸管理者名
沿岸名 事業施行場所 海岸保全区域指定 財源負担割合（％）

海岸の概要 被災歴

市町村

海岸背後地区の浸水被害防護に係る成果目標

その他国 都道府県

津波防災地域づくり法に基づく津
波災害警戒区域指定

事業の概要 高潮浸水想定区域又は津波災害警戒区域の指定状況 農地の状況（注１）
水防法に基づく高潮浸水想定
区域指定

防護区域内の農地の状況（地目、農
地面積、１号遊休農地面積（注２）、荒
廃農地対策の内容等）を記述する。

海岸
延長※
（ｍ）

防護
人口
（人）

防護
面積
（ha）

その他の成果目標

施設名 実施内容等 事業費（千円） 整備予定期間
実施予定期間 計画総事業費

整備の必要性

注２： １号遊休農地の判断基準については、農業委員会が行う農地法第３０条第１項に規定する「利用状況調査」に基づく。

B／C

注１： 農地保全に係るものにあっては、「農地の状況」欄に防護区域内の農地の状況（地目、農地面積、１号遊休農地面積（注２）、荒廃農地対策の内容等）
を記載すること。

費用対効果（億円）
その他参考となる事項B C

計
画
の
内
訳

合計



（別記様式第５号） 

 

海岸保全施設整備連携事業 事業計画変更協議書 

 

番     号 

年  月  日 

 

農林水産省○○農政局長 殿 

北海道にあっては国土交通省北海道開発局経由農林水産省農村振興局長 

沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長 

 

○○県（都道府）知事   ○○○○ 

 

 

○○海岸等において、事業間連携計画及び海岸保全施設整備連携事業計画を下記のとおり変更

実施したいので、農地保全に係る海岸保全施設整備連携事業実施要綱（平成 31 年３月 29 日付け

30 農振第 3448 号農林水産事務次官依命通知）第４の６の規定に基づき、別紙 事業間連携計画

書（別記様式第３号）及び海岸保全施設整備連携事業計画書（別記様式第４号）により協議しま

す。 

 

 

記 

 

１．変更の理由 

（注）１ 海岸の追加は、当初事業計画策定後に実施する必要が生じた理由（緊急性等） 

     について十分に整理すること。 

 

２．変更の概要 

 

３．添付書類  

（１） 事業計画 

 （注）１ 別記様式第３号、第４号によるものとする。 

 （注）２ 変更する箇所を容易に比較対照できるように変更部分を２段書きとし、変更前を 

      括弧書きで上段に記載すること。なお、新規箇所の追加の場合は比較対照の必要 

はない。 

（２） 変更の理由を補足するための写真及び資料 

 

 


